
令和４年４月２７日 

 

 

大久保浜園地キャンプ場、錆ヶ浜・三池浜園地バーベキュー施設の 

利用再開について 

 

 

令和４年４月２７日より、大久保浜キャンプ場・錆ヶ浜・三池浜園地バーベキュー施設の利用を

再開します。 

主な注意事項は、下記のとおりとなりますので、利用する際には必ずご確認ください。 

 

（１）大久保浜園地キャンプ場 

  ・キャンプ場の利用は完全予約制です。 

  （三宅島観光協会ＨＰ：https://www.miyakejima.gr.jp/stay/） 

 

（２）錆ヶ浜園地・三池浜園地バーベキュー施設 

  ・キャンプ場ではないので、テントを張ることはできません。 

   （宿泊を伴う利用はできません。） 

  ・ＢＢＱを楽しまれる場合には、他テーブル等から４ｍ以上の間隔を開けてください。 

  ・１グループあたり、利用者上限４名としてください。 

  ・飲食の時間は２時間まで（準備・片付け時間を除く） 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【施設利用に関する問い合わせ先】 

 一般社団法人三宅島観光協会 

 電話 04994-5-1144（8:30～17:30） 

 ホームページ https://www.miyakejima.gr.jp/ 

【本お知らせに関する問い合わせ先】 

 東京都三宅支庁土木港湾課 

 電話 04994-2-1313 

https://www.miyakejima.gr.jp/stay/
https://www.miyakejima.gr.jp/

